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菅
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閣
に
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あ
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発
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」
に
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い
て
の
基
本
的
認
識
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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一
及
び
四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
各
地
域
が
各
々
の
地
域
資
源
を
活
か
し
つ
つ
戦
略
的
に
地
域
の
成
長
力
を
高
め
、
自
立
的
に
発
展
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
取
組
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

「
国
土
交
通
省
成
長
戦
略
」
（
平
成
二
十
二
年
五
月
十
七
日
国
土
交
通
省
成
長
戦
略
会
議
報
告
）
は
、
有
識
者
を
構
成
員

と
す
る
国
土
交
通
省
成
長
戦
略
会
議
か
ら
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
報
告
書
で
あ
る
。

「
国
土
交
通
省
成
長
戦
略
」
中
の
「
「
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
」
に
代
表
さ
れ
る
ば
ら
ま
き
行
政
・
再
分
配
政
策
か
ら
の

脱
却
を
図
り
、
限
ら
れ
た
公
共
投
資
を
費
用
対
効
果
に
応
じ
て
集
中
的
に
配
分
す
る
」
と
の
部
分
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ば
ら
ま

き
行
政
」
に
対
す
る
国
民
の
厳
し
い
批
判
を
踏
ま
え
、
今
後
の
公
共
投
資
に
つ
い
て
は
、
費
用
対
効
果
を
十
分
見
極
め
、
集

中
的
に
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
国
土
交
通
省
成
長
戦
略
会
議
と
し
て
提
言
し
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て

い
る
。


